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◎
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路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律�

�

（
平
成
二
六
年
六
月
四
日
法
律
第
五
三
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
六
年
四
月
一
六
日
・
衆
議
院
国
土
交
通
委

員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

○
太
田
国
務
大
臣　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
道
路
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
の
提
案
理
由
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

高
速
道
路
の
建
設
開
始
か
ら
半
世
紀
が
経
過
し
、
今
後
そ
の
老
朽
化
対

策
と
し
て
計
画
的
な
更
新
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
都
市

再
生
や
地
域
活
性
化
の
観
点
か
ら
高
速
道
路
の
活
用
を
図
る
た
め
、
所
要

の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
、
こ
の
た
び
こ
の
法
律
案
を
提
案
す
る
こ
と
と

し
た
次
第
で
す
。

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
概
要
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
が
高

速
道
路
株
式
会
社
と
締
結
す
る
協
定
や
、
機
構
が
作
成
す
る
業
務
実
施
計

画
に
、
更
新
事
業
に
関
す
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し

て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
高
速
道
路
の
更
新
財
源
を
確
保
す
る
た
め
、
建
設

債
務
の
償
還
満
了
後
の
一
定
期
間
に
お
い
て
、
継
続
し
て
料
金
を
徴
収
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
道
路
の
上
部
空
間
を
活
用
し
、
都
市
再
生
事
業
と
高
速
道
路

の
維
持
更
新
事
業
と
の
連
携
を
図
る
た
め
、
立
体
道
路
制
度
を
既
存
の
高

速
道
路
に
も
適
用
で
き
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
高
架
の
道
路
の
下
部
空
間
の
活
用
を
図
る
た
め
、
占
用
の
許

可
基
準
の
緩
和
や
、
占
用
者
を
公
平
に
選
定
す
る
た
め
の
入
札
制
度
を
創

設
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
四
に
、
地
域
活
性
化
の
観
点
か
ら
高
速
道
路
の
活
用
を
図
る
た
め
、

ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
整
備
に
対
す
る
新
た
な
財
政
支
援
を
行

う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
に
関
連
い
た
し
ま
し
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を

行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
案
す
る
理
由
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
法
律
案
が
速
や
か
に
成
立
い
た
し
ま
す
よ
う
、
御
審
議
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、衆
議
院
国
土
交
通
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
四
月
二
五
日
）

○
梶
山
弘
志
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
国
土
交
通
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
多
様
な
資
金
の
活
用
に
よ
り
高
速
道
路
の
適
正
な
管
理
を
図
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る
た
め
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
、

第
一
に
、
高
架
の
道
路
の
下
部
空
間
の
活
用
を
図
る
た
め
、
占
用
許
可

基
準
を
緩
和
す
る
と
と
も
に
、
占
用
者
を
公
平
に
選
定
す
る
た
め
の
入
札

制
度
を
創
設
す
る
こ
と
、

第
二
に
、立
体
道
路
制
度
を
既
存
の
高
速
道
路
に
も
適
用
で
き
る
こ
と
、

第
三
に
、
高
速
道
路
の
更
新
財
源
を
確
保
す
る
た
め
、
高
速
道
路
会
社

が
管
理
す
る
高
速
道
路
に
係
る
料
金
徴
収
期
間
の
満
了
の
日
を
変
更
す
る

こ
と
、

第
四
に
、
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
整
備
に
要
す
る
費
用
の
貸

付
制
度
を
創
設
す
る
こ
と

な
ど
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
四
月
四
日
の
本
会
議
に
お
い
て
趣
旨
説
明
及
び
質
疑
が

行
わ
れ
た
後
、
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
十
六
日
太
田
国
土
交
通
大
臣
か

ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
十
八
日
質
疑
に
入
り
、
二
十
二
日
に
は

首
都
高
速
道
路
一
号
羽
田
線
等
の
視
察
を
行
い
ま
し
た
。
翌
二
十
三
日
、

質
疑
を
終
了
し
、
討
論
の
後
、
採
決
の
結
果
、
本
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ

て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
議
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
四
月
二
三
日
）

政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
諸
点
に
留

意
し
、
そ
の
運
用
に
つ
い
て
遺
漏
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一　

高
速
道
路
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
、道
路
の
適
時
適
切
な
点
検
・

修
繕
等
に
努
め
、
そ
の
維
持
・
管
理
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
。

二　

高
速
道
路
の
点
検
・
修
繕
・
維
持
・
管
理
に
つ
い
て
、
高
速
道
路
会

社
は
組
織
と
し
て
責
任
を
も
っ
て
対
応
す
る
こ
と
。

三　

協
定
及
び
業
務
実
施
計
画
に
特
定
更
新
等
工
事
を
追
加
す
る
場
合
に

は
、
コ
ス
ト
削
減
に
努
め
る
と
と
も
に
、
必
要
性
、
工
事
内
容
等
の
妥

当
性
に
関
し
て
客
観
的
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
透
明
性
を
確
保

す
る
こ
と
。

四　

高
速
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
全
て
の
国
民
の
共
通
の
社
会
資
本
で
あ

り
、
既
に
整
備
済
み
の
高
速
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
よ
り
一
層

の
有
効
活
用
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
通
行
料
金
を
引
き

下
げ
、
可
能
な
部
分
よ
り
早
く
無
料
化
し
、
利
便
性
向
上
を
実
現
す
る

方
策
に
つ
い
て
、
技
術
、
運
用
、
資
金
、
制
度
面
等
、
多
様
な
角
度
か

ら
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
。

五　

無
料
化
に
よ
り
交
通
混
雑
を
引
き
起
こ
す
こ
と
な
く
、
か
つ
利
用
度

が
画
期
的
に
改
善
さ
れ
る
路
線
に
つ
い
て
は
、
早
期
の
無
料
化
に
つ
い

て
、
技
術
、
運
用
、
資
金
、
制
度
面
等
、
多
様
な
角
度
か
ら
引
き
続
き

検
討
す
る
こ
と
。
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六　

高
速
道
路
の
更
新
は
最
も
緊
急
度
、
優
先
順
位
の
高
い
公
共
事
業
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
最
重
点
課
題
と
し
て
位
置
付
け
、
公
費
投
入
の
検
討

も
含
め
、
そ
の
加
速
を
図
る
こ
と
。

七　

高
速
道
路
の
利
用
の
実
態
把
握
に
努
め
、
そ
の
債
務
償
還
状
況
に
応

じ
て
、
償
還
の
繰
上
げ
に
努
め
る
こ
と
。

八　

高
速
道
路
会
社
の
経
営
ス
リ
ム
化
を
図
り
、
建
設
債
務
の
償
還
期
間

の
短
縮
に
努
め
る
こ
と
。

九　

高
速
道
路
債
務
償
還
の
満
了
後
に
お
い
て
も
維
持
管
理
費
用
に
つ
い

て
は
利
用
者
負
担
に
よ
る
こ
と
や
、
高
速
道
路
の
混
雑
緩
和
の
た
め
の

ロ
ー
ド
プ
ラ
イ
シ
ン
グ
導
入
等
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

十　

償
還
対
象
経
費
か
ら
用
地
費
を
除
外
す
る
こ
と
に
よ
る
償
還
期
間
の

短
縮
と
通
行
料
金
の
低
減
を
検
討
す
る
こ
と
。

十
一　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
高
度
化
に
よ
り
交
通
流
動
を
最
適
化
し
、
高
速
道
路
網

の
活
用
効
率
を
よ
り
高
め
る
フ
レ
ッ
ク
ス
料
金
制
度
の
導
入
に
つ
い
て

検
討
す
る
こ
と
。

十
二　

道
路
上
空
の
立
体
利
用
に
当
た
っ
て
は
周
辺
土
地
利
用
と
の
調
和

に
留
意
し
、
都
市
計
画
と
の
整
合
を
図
る
こ
と
。

三
、参
議
院
国
土
交
通
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
五
月
二
八
日
）

○
藤
本
祐
司
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
国
土
交
通
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し

ま
す
。

本
法
律
案
は
、
多
様
な
資
金
の
活
用
に
よ
り
高
速
道
路
の
適
正
な
管
理

を
図
る
た
め
、
立
体
道
路
制
度
の
拡
充
、
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

の
整
備
に
関
す
る
貸
付
制
度
の
創
設
、
高
速
道
路
の
料
金
徴
収
期
間
の
満

了
日
の
変
更
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、参
考
人
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
と
と
も
に
、

料
金
徴
収
年
限
を
十
五
年
延
長
す
る
理
由
、
高
速
道
路
の
更
新
の
内
容
と

そ
の
債
務
の
償
還
方
法
、
債
務
償
還
後
に
お
け
る
維
持
管
理
費
用
の
負
担

の
在
り
方
、
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
整
備
効
果
等
に
つ
い
て
質

疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表

し
て
辰
已
孝
太
郎
委
員
、
社
会
民
主
党
・
護
憲
連
合
を
代
表
し
て
吉
田
忠

智
委
員
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

次
い
で
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
て
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

以
上
、
報
告
い
た
し
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
五
月
二
七
日
）

政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て

適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。



道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

一
九
二

一　

高
速
道
路
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
、
そ
の
維
持
管
理
に
万
全
を

期
す
る
こ
と
。
ま
た
、
高
速
道
路
の
更
新
は
緊
急
度
、
優
先
順
位
の
高

い
公
共
事
業
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
最
重
点
課
題
と
し
て
位
置
付
け
、
公

費
投
入
の
検
討
も
含
め
、
そ
の
加
速
を
図
る
こ
と
。

二　

協
定
及
び
業
務
実
施
計
画
に
特
定
更
新
等
工
事
を
追
加
す
る
場
合
に

は
、
コ
ス
ト
削
減
に
努
め
る
と
と
も
に
、
大
規
模
修
繕
に
つ
い
て
は
、

そ
の
内
容
を
精
査
し
、
安
易
な
将
来
世
代
へ
の
負
担
の
先
送
り
を
し
な

い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
特
定
更
新
等
工
事
に
つ
い
て
、
そ
の
必

要
性
、
工
事
内
容
等
の
妥
当
性
に
関
し
て
客
観
的
評
価
を
実
施
す
る
こ

と
に
よ
り
透
明
性
を
確
保
す
る
こ
と
。

三　

高
速
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
国
民
共
通
の
社
会
資
本
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
一
層
の
有
効
活
用
を
図
る
た
め
、
通
行
料
金
の
引
下
げ
、
交

通
混
雑
を
引
き
起
こ
す
こ
と
な
く
、
か
つ
利
用
度
が
画
期
的
に
改
善
さ

れ
る
路
線
等
に
お
け
る
早
期
の
無
料
化
な
ど
、
利
便
性
の
向
上
を
実
現

す
る
方
策
に
つ
い
て
、
技
術
、
運
用
、
資
金
、
制
度
面
等
、
多
様
な
角

度
か
ら
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
。

四　

高
速
道
路
の
利
用
実
態
の
把
握
に
努
め
、
そ
の
債
務
償
還
状
況
に
応

じ
て
、
償
還
の
繰
上
げ
に
努
め
る
こ
と
。

五　

大
規
模
更
新
等
の
財
源
確
保
及
び
債
務
償
還
に
当
た
っ
て
は
、
高
速

道
路
会
社
の
経
営
に
著
し
い
影
響
を
与
え
な
い
範
囲
内
で
、
高
速
道
路

各
社
の
利
益
剰
余
金
の
活
用
等
を
図
る
な
ど
利
用
者
の
負
担
軽
減
に
努

め
る
こ
と
。

六　

高
速
道
路
会
社
の
経
営
ス
リ
ム
化
を
図
り
、
建
設
債
務
の
償
還
期
間

の
短
縮
に
努
め
る
こ
と
。

七　

高
速
道
路
債
務
の
償
還
満
了
後
に
お
い
て
も
維
持
管
理
費
用
に
つ
い

て
は
利
用
者
負
担
を
求
め
る
こ
と
や
、
高
速
道
路
の
混
雑
緩
和
の
た
め

の
ロ
ー
ド
プ
ラ
イ
シ
ン
グ
導
入
等
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

八　

償
還
対
象
経
費
か
ら
用
地
費
を
除
外
す
る
こ
と
に
よ
る
償
還
期
間
の

短
縮
と
通
行
料
金
の
低
減
を
検
討
す
る
こ
と
。

九　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
高
度
化
に
よ
り
交
通
流
動
を
最
適
化
し
、
高
速
道
路
網
の

活
用
効
率
を
よ
り
高
め
る
フ
レ
ッ
ク
ス
料
金
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
検

討
す
る
こ
と
。

十　

道
路
上
空
の
立
体
利
用
に
当
た
っ
て
は
、
周
辺
土
地
利
用
と
の
調
和

に
留
意
し
、
都
市
計
画
と
の
整
合
を
図
る
こ
と
。

十
一　

道
路
の
高
架
下
の
活
用
に
当
た
っ
て
は
、
公
共
的
・
公
益
的
利
用

を
優
先
す
る
と
と
も
に
、
地
域
に
お
け
る
土
地
利
用
状
況
と
の
調
和
を

図
り
、
地
域
住
民
の
意
向
に
配
慮
す
る
こ
と
。

　
　

右
決
議
す
る
。


